
女性･若者等に対する障壁の除去（ハラスメント防止の取組）

福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例

○ 福岡県議会においては、議員提案により「福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例」を

制定（令和４年６月２１日成立、７月５日公布）。

＜条例の主な内容＞

○ 県議会議員のほか、県議会議員になろうとする者や、県内市町村議会におけるハラスメントについても

相談体制を整備。有権者からのハラスメントについても相談の対象。

○ 議長は弁護士等を相談員に委嘱。ハラスメントによる被害の申立があった場合、相談員は必要な調査を

行い、助言。県議会関係事案は必要に応じて議長に報告。議長は、報告を踏まえ、注意喚起等の被害防止

措置を講ずる。

○ 議長は、相談の受付・対応状況を随時公表。

内閣府男女共同参画局作成「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」の活用

○ 内閣府男女共同参画局において「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」

を作成し、令和４年４月に公表。他の議員からのハラスメントや有権者からの

ハラスメントについて取り上げている。

○ 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会において、

当該研修教材等を用いたハラスメント防止研修を実施。
（出典）内閣府男女共同参画局HP
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